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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製造装置により生成された履歴情報を、前記履歴情報の一部を記憶する記憶部を備える
サーバ装置によって処理する情報処理方法であって、
　前記記憶部に記憶された履歴情報のうち、前記製造装置により生成された順番で前記サ
ーバ装置に履歴情報を要求する第１クライアント装置により要求された履歴情報を、前記
第１クライアント装置に転送する第１転送工程と、
　前記第１転送工程で前記第１クライアント装置に転送された前記履歴情報を前記記憶部
から削除し、前記製造装置から履歴情報を時系列に取得することにより、前記記憶部に記
憶された履歴情報を更新する更新工程と、
　前記サーバ装置に履歴情報をランダムに要求する第２クライアント装置により要求され
た履歴情報を、前記第２クライアント装置に転送する第２転送工程と、
　を含み、
　前記第２転送工程では、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶部に記憶されていない
場合に、当該履歴情報が前記製造装置から未取得であるか又は前記記憶部から既に削除さ
れたかを判断し、
　　当該履歴情報が前記製造装置から未取得であると判断された場合、前記サーバ装置に
より前記製造装置から当該履歴情報が前記更新工程で取得されるまで待機した後に当該履
歴情報を前記第２クライアント装置に転送することを特徴とする情報処理方法。
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【請求項２】
　前記更新工程は、前記記憶部に記憶された履歴情報の数が変わらないように、前記記憶
部に記憶された履歴情報を更新することを特徴とする請求項１に記載の情報処理方法。
【請求項３】
　前記更新工程では、前記記憶部に記憶された履歴情報のデータサイズの総量が閾値以下
となる最大の数の履歴情報が前記記憶部に記憶されるように、前記記憶部に記憶された履
歴情報を更新することを特徴とする請求項１に記載の情報処理方法。
【請求項４】
　前記更新工程では、前記記憶部に記憶された複数の履歴情報のうち、前記製造装置で最
も早く生成された履歴情報を削除することを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１
項に記載の情報処理方法。
【請求項５】
　前記更新工程では、未取得の履歴情報のうち前記製造装置で最も早く生成された履歴情
報を前記製造装置から取得することを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか１項に記
載の情報処理方法。
【請求項６】
　前記第２転送工程では、前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶
部から既に削除されたと判断された場合、前記第２クライアント装置に当該履歴情報を転
送するよう前記製造装置に要求を行うことを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか１
項に記載の情報処理方法。
【請求項７】
　前記第２転送工程では、前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶
部から既に削除されたと判断された場合、前記サーバ装置を介さずに前記製造装置から前
記第２クライアント装置に当該履歴情報を直接転送することを特徴とする請求項１乃至６
のうちいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項８】
　前記第１転送工程および前記第２転送工程のうち少なくとも一方は、前記記憶部に記憶
された履歴情報を加工して転送することを特徴とする請求項１乃至７のうちいずれか１項
に記載の情報処理方法。
【請求項９】
　前記製造装置としてのリソグラフィ装置の履歴情報を処理することを特徴とする請求項
１乃至８のうちいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項１０】
　製造装置により生成された履歴情報を、前記履歴情報の一部を記憶する記憶部を備える
サーバ装置によって処理する情報処理方法であって、
　前記記憶部に記憶された履歴情報のうち、前記製造装置により生成された順番で前記サ
ーバ装置に履歴情報を要求する第１クライアント装置により要求された履歴情報を、前記
第１クライアント装置に取得させる第１工程と、
　前記第１工程で前記第１クライアント装置に取得させた前記履歴情報を前記記憶部から
削除し、前記製造装置から履歴情報を時系列に取得することにより、前記記憶部に記憶さ
れた履歴情報を更新する更新工程と、
　前記サーバ装置に履歴情報をランダムに要求する第２クライアント装置により要求され
た履歴情報を、前記第２クライアント装置に取得させる第２工程と、
　を含み、
　前記第２工程では、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶部に記憶されている場
合、前記記憶部に記憶された当該履歴情報を前記第２クライアント装置に取得させ、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶部に記憶されておらず
、かつ、当該履歴情報が前記製造装置から未取得である場合、前記第２クライアント装置
から要求された履歴情報が前記製造装置から転送されてきて前記更新工程で前記記憶部に
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記憶されるのを待って、前記記憶部に記憶された当該履歴情報を前記第２クライアント装
置に取得させ、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶部に記憶されておらず
、かつ、当該履歴情報が前記記憶部から既に削除された場合、前記第２クライアント装置
から要求された当該履歴情報を前記第２クライアント装置に取得させるための要求を前記
製造装置に対して行うことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１１】
　製造装置により生成された履歴情報を、前記履歴情報の一部を記憶する記憶部を備える
サーバ装置によって処理する情報処理方法であって、
　前記記憶部に記憶された履歴情報のうち、前記製造装置により生成された順番で前記サ
ーバ装置に履歴情報を要求する第１クライアント装置により要求された履歴情報を、前記
第１クライアント装置に取得させる第１工程と、
　前記第１工程で前記第１クライアント装置に取得させた前記履歴情報を前記記憶部から
削除し、前記製造装置から履歴情報を時系列で新たに取得することにより、前記記憶部に
記憶された履歴情報を更新する更新工程と、
　取得したい履歴情報をその時刻によって特定して前記サーバ装置に要求する第２クライ
アント装置により要求された履歴情報を、前記第２クライアント装置に取得させる第２工
程と、
　を含み、
　前記第２工程では、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶部に記憶されている場
合、前記記憶部に記憶された当該履歴情報を前記第２クライアント装置に取得させ、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報の時刻が前記記憶部に記憶されて
いる履歴情報より新しい場合、前記第２クライアント装置から要求された当該履歴情報を
、それが前記製造装置から転送されてきて前記更新工程で前記記憶部に記憶されるのを待
って、前記第２クライアント装置に取得させ、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報の時刻が前記記憶部に記憶されて
いる履歴情報より古い場合、前記第２クライアント装置から要求された当該履歴情報を前
記第２クライアント装置に取得させるための要求を前記製造装置に対して行うことを特徴
とする情報処理方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のうちいずれか１項に記載の情報処理方法の各工程をコンピュータに
実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　製造装置により生成された履歴情報の一部を記憶する記憶部を含み、前記履歴情報を処
理する情報処理装置であって、
　前記記憶部に記憶された履歴情報のうち、前記製造装置により生成された順番で前記情
報処理装置に履歴情報を要求する第１クライアント装置により要求された履歴情報を、前
記第１クライアント装置に転送する第１手段と、
　前記第１手段により前記第１クライアント装置に転送された前記履歴情報を前記記憶部
から削除し、前記製造装置から履歴情報を時系列に取得することにより、前記記憶部に記
憶された履歴情報を更新する更新手段と、
　前記情報処理装置に履歴情報をランダムに要求する第２クライアント装置により要求さ
れた履歴情報を、前記第２クライアント装置に転送する第２手段と、
　を含み、
　前記第２手段は、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶部に記憶されていない
場合に、当該履歴情報が前記製造装置から未取得であるか又は前記記憶部から既に削除さ
れたかを判断し、
　　当該履歴情報が前記製造装置から未取得であると判断した場合、当該履歴情報が前記
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製造装置から取得されるまで待機した後に当該履歴情報を前記第２クライアント装置に転
送する、ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１４】
　製造装置により生成された履歴情報の一部を記憶する記憶部を含み、前記履歴情報を処
理する情報処理装置であって、
　前記記憶部に記憶された履歴情報のうち、前記製造装置により生成された順番で前記情
報処理装置に履歴情報を要求する第１クライアント装置により要求された履歴情報を、前
記第１クライアント装置に取得させる第１手段と、
　前記第１手段により前記第１クライアント装置に取得させた前記履歴情報を前記記憶部
から削除し、前記製造装置から履歴情報を時系列に取得することにより、前記記憶部に記
憶された履歴情報を更新する更新手段と、
　前記情報処理装置に履歴情報をランダムに要求する第２クライアント装置により要求さ
れた履歴情報を、前記第２クライアント装置に取得させる第２手段と、
　を含み、
　前記第２手段は、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶部に記憶されている場
合、前記記憶部に記憶された当該履歴情報を前記第２クライアント装置に取得させ、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶部に記憶されておらず
、かつ、当該履歴情報が前記製造装置から未取得である場合、前記第２クライアント装置
から要求された履歴情報が前記製造装置から転送されてきて前記更新手段で前記記憶部に
記憶されるのを待って、前記記憶部に記憶された当該履歴情報を前記第２クライアント装
置に取得させ、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶部に記憶されておらず
、かつ、当該履歴情報が前記記憶部から既に削除された場合、前記第２クライアント装置
から要求された当該履歴情報を前記第２クライアント装置に取得させるための要求を前記
製造装置に対して行うことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１５】
　製造装置により生成された履歴情報の一部を記憶する記憶部を含み、前記履歴情報を処
理する情報処理装置であって、
　前記記憶部に記憶された履歴情報のうち、前記製造装置により生成された順番で前記情
報処理装置に履歴情報を要求する第１クライアント装置により要求された履歴情報を、前
記第１クライアント装置に取得させる第１手段と、
　前記第１手段により前記第１クライアント装置に取得させた前記履歴情報を前記記憶部
から削除し、前記製造装置から履歴情報を時系列で新たに取得することにより、前記記憶
部に記憶された履歴情報を更新する更新手段と、
　取得したい履歴情報をその時刻によって特定して前記情報処理装置に要求する第２クラ
イアント装置により要求された履歴情報を、前記第２クライアント装置に取得させる第２
手段と、
　を含み、
　前記第２手段は、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報が前記記憶部に記憶されている場
合、前記記憶部に記憶された当該履歴情報を前記第２クライアント装置に取得させ、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報の時刻が前記記憶部に記憶されて
いる履歴情報より新しい場合、前記第２クライアント装置から要求された当該履歴情報を
、それが前記製造装置から転送されてきて前記更新手段で前記記憶部に記憶されるのを待
って、前記第２クライアント装置に取得させ、
　　前記第２クライアント装置から要求された履歴情報の時刻が前記記憶部に記憶されて
いる履歴情報より古い場合、前記第２クライアント装置から要求された当該履歴情報を前
記第２クライアント装置に取得させるための要求を前記製造装置に対して行うことを特徴
とする情報処理装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製造装置の履歴情報を処理する情報処理方法、プログラム、および情報処理
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスなどを製造する製造装置のログデータ（履歴情報）は、インターネット
などの外部ネットワークを介して複数の外部端末によって取得されうる。このようなログ
データを製造装置から複数の外部端末の各々に直接転送させる方式では、ログデータの転
送が複数の外部端末から同時に要求された場合、製造装置における処理負荷が増大するこ
ととなりうる。特許文献１は、複数のキャッシュサーバがそれぞれ保持しているデータの
情報を格納する格納手段を有するキャッシュサーバを開示している。当該キャッシュサー
バは、他のキャッシュサーバからのデータ照会要求に応じて、当該要求に係るデータを格
納しているキャッシュサーバを上記格納手段から検索する情報管理手段を有する。当該情
報管理手段は、その検索の結果を他のキャッシュサーバに通知する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２５１３１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　製造装置のログデータは、該ログデータを記憶する（キャッシュ）サーバを介してクラ
イアントに転送祖されうる。しかし、近年、製造装置のログデータ量が非常に大きくなっ
ているため、それに伴って当該サーバにおけるデータ記憶部の容量を大きくする必要があ
る。
【０００５】
　そこで、本発明は、大量の履歴情報を処理するのに有利な技術を提供することを例示的
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面としての情報処理方法は、製造装置により
生成された履歴情報を、前記履歴情報の一部を記憶する記憶部を備えるサーバ装置によっ
て処理する情報処理方法であって、前記記憶部に記憶された履歴情報のうち、前記製造装
置により生成された順番で前記サーバ装置に履歴情報を要求する第１クライアント装置に
より要求された履歴情報を、前記第１クライアント装置に転送する第１転送工程と、前記
第１転送工程で前記第１クライアント装置に転送された前記履歴情報を前記記憶部から削
除し、前記製造装置から履歴情報を時系列に取得することにより、前記記憶部に記憶され
た履歴情報を更新する更新工程と、前記サーバ装置に履歴情報をランダムに要求する第２
クライアント装置により要求された履歴情報を、前記第２クライアント装置に転送する第
２転送工程と、を含み、前記第２転送工程では、前記第２クライアント装置から要求され
た履歴情報が前記記憶部に記憶されていない場合に、当該履歴情報が前記製造装置から未
取得であるか又は前記記憶部から既に削除されたかを判断し、当該履歴情報が前記製造装
置から未取得であると判断された場合、前記サーバ装置により前記製造装置から当該履歴
情報が前記更新工程で取得されるまで待機した後に当該履歴情報を前記第２クライアント
装置に転送することを特徴とする。
【０００７】
　本発明の更なる目的又はその他の側面は、以下、添付図面を参照して説明される好まし
い実施形態によって明らかにされるであろう。
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【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、例えば、大量の履歴情報を処理するのに有利な技術を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態の転送システムを示す図である。
【図２】ログデータの転送工程を示すフローチャートである。
【図３】ログデータの転送工程を説明するための図である。
【図４】製造装置によって生成された各ログデータの状態を示す図である。
【図５】ログデータの取得および削除の工程を示すフローチャートである。
【図６】第２実施形態の転送システムを示す図である。
【図７】記録部による記録結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施の形態について説明する。なお、各図
において、同一の部材ないし要素については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略
する。
【００１１】
　＜第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態の転送システム１００について、図１を参照しながら説明する。
第１実施形態の転送システム１００は、半導体デバイスなどを製造する製造装置１０と、
複数の外部端末１２（クライアント装置）と、キャッシュサーバ１１（サーバ装置）とを
含みうる。キャッシュサーバ１１は、例えば情報処理装置によって構成され、製造装置１
０で生成されたログデータ（履歴情報）を複数の外部端末１２の各々に転送する。ここで
、複数の外部端末１２のうちの少なくとも１つとキャッシュサーバ１１とは、例えば、単
一の情報処理装置（サーバマシーン又はコンピュータ）において仮想化ソフトウェア上で
複数のＯＳを動作させることにより、当該単一の情報処理装置内に含まれうる。また、製
造装置１０は、例えば、リソグラフィ装置（露光装置、描画装置、インプリント装置など
）や、成膜装置（プラズマ成膜装置）、エッチング装置、アニール装置、イオン注入装置
、洗浄装置、現像装置などを含みうる。ログデータ（履歴情報）は、製造装置１０の動作
の履歴を表す情報であり、製造装置１０が動作している間における製造装置１０の各部分
の温度変化など、製造装置１０の動作に関する情報を含みうる。また、複数の外部端末１
２は、例えば情報処理装置によってそれぞれ構成され、例えば、第１外部端末１２ａ（第
１情報処理装置）および第２外部端末１２ｂ（第２情報処理装置）を含みうる。第１外部
端末１２ａは、キャッシュサーバ１１に対してログデータの転送要求を時系列に行う。第
２外部端末１２ｂは、キャッシュサーバ１１に対してログデータの転送要求をランダムに
行う。
【００１２】
　キャッシュサーバ１１は、製造装置１０で生成された複数のログデータの一部を時系列
に記憶し、記憶された複数のログデータを複数の外部端末１２の各々に転送する。キャッ
シュサーバ１１は、例えば、転送部１１ａと、記憶部１１ｂ（ストレージ）と、更新部１
１ｃとを含みうる。転送部１１ａは、外部端末１２からの転送要求を受けたログデータを
当該外部端末１２に転送する。記憶部１１ｂは、製造装置１０で生成された複数のログデ
ータの一部を時系列に記憶する。更新部１１ｃは、第１外部端末１２ａに転送されたログ
データを記憶部１１ｂから削除し、製造装置１０からログデータを時系列に取得すること
により、記憶部１１ｂに記憶された複数のログデータを更新する。
【００１３】
　第１実施形態のキャッシュサーバ１１は、製造装置１０で生成された複数のログデータ
の一部を記憶部１１ｂに記憶し、第１外部端末１２ａからの転送要求に応じて、記憶部１
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１ｂに記憶された複数のログデータを更新部１１ｃによって更新する。そのため、第１実
施形態のキャッシュサーバ１１では、製造装置１０で生成された複数のログデータの全て
を記憶するだけの容量を記憶部１１ｂに設ける必要がない。一方で、例えば、第２外部端
末１２ｂから転送要求を受けたログデータが未だ製造装置１０から取得されておらず、記
憶部１１ｂに記憶されていない場合がありうる。この場合、第１実施形態のキャッシュサ
ーバ１１は、第２外部端末１２ｂからの転送要求を受けたログデータを製造装置１０から
取得することを待って当該ログデータを第２外部端末１２ｂに転送する。即ち、キャッシ
ュサーバ１１は、第２外部端末１２ｂから要求されたログデータが製造装置１０から未取
得である場合、当該ログデータが更新部１１ｃによって取得されてから当該ログデータを
前記第２外部端末１２ｂに転送する。
【００１４】
　次に、第１実施形態のキャッシュサーバ１１における第２外部端末１２ｂへのログデー
タの転送について、図２を参照しながら説明する。図２は、キャッシュサーバ１１におけ
る第２外部端末１２ｂへのログデータの転送工程を示すフローチャートである。Ｓ１０１
では、キャッシュサーバ１１は、第２外部端末１２ｂからのログデータの転送要求を受け
付ける。Ｓ１０２では、キャッシュサーバ１１は、第２外部端末１２ｂによって転送要求
を受けたログデータ（対象ログデータ）が、記憶部１１ｂに記憶されているか否かを判断
する。対象ログデータが記憶部１１ｂに記憶されていない場合はＳ１０３に進み、対象ロ
グデータが記憶部１１ｂに記憶されている場合はＳ１０５に進む。Ｓ１０３では、キャッ
シュサーバ１１は、対象ログデータが、記憶部１１ｂに記憶されているログデータより、
製造装置１０で生成された時刻（以下「時刻」と称する）が新しいか否かを判断する。対
象ログデータの時刻が記憶部１１ｂに記憶されているログデータより新しい場合はＳ１０
４に進む。Ｓ１０４では、キャッシュサーバ１１は、対象ログデータが製造装置１０から
更新部１１ｃによって取得されて記憶部１１ｂに記憶されたか否かを判断する。キャッシ
ュサーバ１１は、対象ログデータが記憶部１１ｂに記憶されるまで、対象ログデータを第
２外部端末１２ｂに転送することを保留する。Ｓ１０５では、キャッシュサーバ１１は、
記憶部１１ｂに記憶された対象ログデータを第２外部端末１２ｂに転送する。
【００１５】
　ここで、図２におけるＳ１０３からＳ１０５までの工程について、図３を参照しながら
詳細に説明する。図３は、キャッシュサーバ１１における第２外部端末１２ｂへのログデ
ータの転送工程を説明するための図である。図３に示す例において、ログデータの番号は
製造装置１０で生成された順番を示すものとする。即ち、番号が小さいログデータは、製
造装置１０で生成された時刻が古いものとする。例えば、製造装置１０によって１０個の
ログデータ（ストリームデータまたはデータファイルＬ０００１～Ｌ００１０）が生成さ
れ、キャッシュサーバ１１の記憶部１１ｂが４個のログデータを記憶することができる場
合を想定する。ログデータの個数は、ログファイル等、何らかの加算のデータ群の個数と
しうる。そして、キャッシュサーバ１１の記憶部１１ｂには、図４に示すように、４個の
ログデータ（Ｌ０００２～Ｌ０００５）が記憶されており、ログデータＬ０００１は既に
記憶部１１ｂから削除されているものとする。図４は、製造装置１０によって生成された
各ログデータの状態を示す図である。また、図３（ａ）に示すように、第１外部端末１２
ａがログデータＬ０００２の転送要求をキャッシュサーバ１１に行い、第２外部端末１２
ｂがログデータＬ０００８の転送要求をキャッシュサーバ１１に行ったとする。この場合
、キャッシュサーバ１１は、図３（ｂ）に示すように、記憶部１１ｂに記憶されているロ
グデータがＬ０００２～Ｌ０００５であるため、第１外部端末１２ａにログデータＬ００
０２を転送し、第２外部端末１２ｂにはログデータＬ０００８を転送しない。
【００１６】
　キャッシュサーバ１１は、第１外部端末１２ａにログデータＬ０００２を転送する。そ
の後、キャッシュサーバ１１は、記憶部１１ｂに記憶された複数のログデータのうち、第
１外部端末１２ａに転送され且つ製造装置１０で生成された時刻が最も古い、即ち製造装
置１０で最も早く生成されたログデータ（Ｌ０００２）を削除する。そして、キャッシュ
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サーバ１１は、記憶部１１ｂに記憶され且つ製造装置１０で生成された時刻が最も新しい
ログデータ（Ｌ０００５）の次に製造装置１０で生成されたログデータ（Ｌ０００６）を
製造装置１０から取得する。このとき、記憶部１１ｂに記憶されたログデータの数が変わ
らないように、ログデータの更新（ログデータの削除および取得）を行うとよい。このと
きにおける転送システム１００の状態は、図３（ｃ）に示すとおりである。ここで、ログ
データの削除とは、当該ログデータを記憶部１１ｂから消去することや、当該ログデータ
を別のログデータで上書きすることを意味する。
【００１７】
　第１外部端末１２ａは、キャッシュサーバ１１に対してログデータの転送要求を時系列
に行っていく。そして、第１外部端末１２ａがログデータＬ０００４の転送要求をキャッ
シュサーバ１１に行い、第１外部端末１２ａにログデータＬ０００４が転送された後、キ
ャッシュサーバ１１は、図３（ｄ）に示すようにログデータＬ０００８を製造装置１０か
ら取得する。これにより記憶部１１ｂにログデータＬ０００８が記憶され、キャッシュサ
ーバ１１は、図３（ｅ）に示すように、第２外部端末１２ｂにログデータＬ０００８を転
送する。このようにキャッシュサーバ１１は、第２外部端末１２ｂからの転送要求を受け
たログデータを取得することを待って当該ログデータを第２外部端末１２ｂに転送する。
【００１８】
　一方、Ｓ１０３において、対象ログデータの時刻が記憶部１１ｂに記憶されているログ
データより古い場合はＳ１０６に進む。対象ログデータの時刻が記憶部１１ｂに記憶され
ているログデータより古い場合とは、対象ログデータが既に第１外部端末１２ａに転送さ
れ、記憶部１１ｂから削除されている場合である。この場合、キャッシュサーバ１１は、
対象ログデータを製造装置１０から取得し、記憶部１１ｂに記憶することを行わない。そ
のため、Ｓ１０６において、キャッシュサーバ１１は、第２外部端末１２ｂ製造装置１０
から対象ログデータを転送するよう製造装置１０に要求を行う。これにより、対象ログデ
ータが、キャッシュサーバ１１を介さずに、製造装置１０から第２外部端末１２ｂに直接
に転送される。よって、対象ログデータが記憶部１１ｂから削除されている場合であって
も、第２外部端末１２ｂは、対象ログデータを取得することができる。
【００１９】
　上述したように、第１実施形態のキャッシュサーバ１１は、第１外部端末１２ａからの
転送要求に応じて、記憶部１１ｂに記憶された複数のログデータを更新部１１ｃによって
更新する。そして、第２外部端末１２ｂから転送要求を受けたログデータが未だ製造装置
１０から取得されておらず、記憶部１１ｂに記憶されていない場合には、当該ログデータ
を製造装置１０から取得することを待ってから当該ログデータを第２外部端末１２ｂに転
送する。このようにキャッシュサーバ１１を構成することにより、製造装置１０で生成さ
れた複数のログデータの全てを記憶するだけの容量を記憶部１１ｂに設ける必要がないた
め、キャッシュサーバ１１の低コスト化に有利となる。
【００２０】
　ここで、製造装置１０によって生成された複数のログデータは、データサイズが互いに
同じになるとは限らない。そのため、キャッシュサーバ１１では、記憶部１１ｂに記憶さ
れたログデータの取得および削除を、ログデータのデータサイズの総量が閾値以下となる
最大の数のログデータが記憶部１１ｂに記憶されるように行ってもよい。例えば、ログデ
ータの取得および削除は、図５に示すフローチャートに従って行われうる。Ｓ２０１では
、キャッシュサーバ１１は、記憶部１１ｃに記憶されたログデータのデータサイズの総量
が閾値以下であるか否かを判断する。データサイズの総量が閾値以下でないと判断された
場合はＳ２０２に進む。Ｓ２０２では、キャッシュサーバ１１は、記憶部１１ｂに記憶さ
れた複数のログデータのうち、第１外部端末１２ａに転送され且つ時刻が最も古いログデ
ータを削除する。一方で、Ｓ２０１においてデータサイズの総量が閾値以下であると判断
された場合はＳ２０３に進む。Ｓ２０３では、キャッシュサーバ１１は、更新部１１ｃに
よって未だ取得していないログデータが製造装置１０に記憶されているか否かを判断する
。未だ取得していないログデータが製造装置１０に記憶されている場合はＳ２０４に進み
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、記憶されていない場合はログデータの取得を行わない。Ｓ２０４では、キャッシュサー
バ１１は、製造装置１０に記憶され且つ未だ取得していないログデータのうち、製造装置
１０で生成された時刻が最も古いログデータを特定する。そして、特定したログデータを
記憶部１１ｂに記憶した場合において、記憶部１１ｃに記憶されたログデータのデータサ
イズの総量が閾値以下となるか否かを判断する。データサイズの総量が閾値以下となる場
合はＳ２０５に進み、閾値以下とならない場合はログデータの取得を行わない。Ｓ２０５
では、キャッシュサーバ１１は、特定したログデータを更新部１１ｃによって取得する。
【００２１】
　ここで、製造装置１０によって生成されたログデータは、そのまま転送できない場合が
ある。例えば、製造装置１０によって生成されたログデータがそのユーザの機密情報を含
む場合や、同ログデータのフォーマットが外部端末１２ａおよび１２ｂの利用可能なフォ
ーマットとは異なる場合がある。このような場合、転送部１１ａは、ログデータを加工し
たうえで、外部端末１２ａおよび１２ｂにログデータを転送する。当該加工は、機密情報
の削除、機密情報の暗号化、およびデータフォーマットの変換のうちの少なくとも１つを
含みうる。
【００２２】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態の転送システム２００について、図６を参照しながら、説明する。第１実
施形態の転送システム２００では、キャッシュサーバ１１に対してログデータの転送要求
を時系列に行う外部端末１２が第１外部端末１２ａだけである場合について説明した。し
かしながら、転送システムでは、ログデータの転送要求を時系列に行う外部端末１２が複
数個ある場合がある。図６に示す転送システム２００では、例えば、第１外部端末１２ａ
に加えて、ログデータの転送要求を時系列に行う第３外部端末１２ｃ（第３情報処理装置
）が設けられている。この場合、記憶部１１ｂに記憶された複数のログデータの各々が、
第１外部端末１２ａおよび第３外部端末１２ｃの両方に転送されることが好ましい。そこ
で、第２実施形態のキャッシュサーバ１１は、ログデータの転送要求を時系列に行う各外
部端末１２に最後に転送したログデータの種類を記録する記録部１１ｄを含む。
【００２３】
　図７は、記録部１１ｄによる記録結果を示す図である。図７に示す例では、第１外部端
末１２ａに最後に転送されたログデータ、および第３外部端末１２ｃに最後に転送された
ログデータが記憶されている。そして、キャッシュサーバ１１は、記録部１１ｄによる記
録結果に基づいて、ログデータの転送要求を時系列に行う複数の外部端末１２の全てに転
送されたログデータのみを更新部１１ｃによって削除する。即ち、図７に示す例では、第
１外部端末１２ａおよび第３外部端末１２ｃの両方に転送されたログデータＬ０００２が
削除され、ログデータＬ０００３～Ｌ０００５は削除されない。これにより、記憶部１１
ｂに記憶された複数のログデータの各々を、ログデータの転送要求を時系列に行う複数の
外部端末１２の全てに転送した後で削除することができる。
【００２４】
　＜その他の実施例＞
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【００２５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されないことはいうまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能であ
る。
【符号の説明】
【００２６】
１０：製造装置、１１：キャッシュサーバ、１１ａ：転送部、１１ｂ：記憶部、１１ｃ：
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更新部、１２：外部端末、１００：転送システム

【図１】 【図２】
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